
上川町外部公益通報に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下

「法」という。）第１３条第２項の規定に基づき、外部公益通報に応じ、適

切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定め

るところによる。 

⑴ 外部公益通報 労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しく

は派遣労働者であった者（役務提供先が上川町である者を除く。以下同

じ。）が通報対象事実に関する処分、勧告等の権限を有する町の機関に対

して通報することをいう。 

⑵ 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等を行う事務を所掌する課

等をいう。 

⑶ 実施機関 町長並びに町の教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、

監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法

において使用する用語の例による。 

（外部公益通報窓口） 

第３条 外部公益通報の受付及び外部公益通報に係る相談に応じるための窓口

（以下「外部公益通報窓口」という。）を総務課に置く。 

（通報の手続） 

第４条 外部公益通報を行う者（以下「通報者」という。）は、次に掲げる事

項を記載して文書又は電子メールにより通報するものとする。 

⑴ 通報者の住所、氏名及び連絡先 

⑵ 当該通報対象事実の内容 



⑶ 当該通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する理由 

⑷ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られ

るべきと思料する理由 

２ 通報対象事実を証明する確実な資料を示すときは、匿名により行うことが

できる。この場合において、次項、第５条第２項及び第８条第２項の通知は

行わないものとする。 

３ 外部公益通報窓口は、通報者が外部公益通報の到着を確認できない方法に

よって外部公益通報がなされた場合は、その到着を確認次第、その旨を当該

通報者に通知するものとする。 

４ 外部公益通報窓口は、外部公益通報を受け付けたときは、外部公益通報受

付書（別記様式第１号）に所定の事項を記載するとともに、その写しを所管

課の長に送付するものとする。 

（外部公益通報の受理） 

第５条 所管課の長は、外部公益通報受付書の内容を精査し、外部公益通報を

受理するか否かを決定しなければならない。 

２ 所管課の長は、外部公益通報の受理又は不受理を決定したときは、外部公

益通報受理（不受理）通知書（別記様式第２号）により、遅滞なく通報者に

通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この

限りでない。 

３ 所管課の長は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を外部公益通

報窓口に通知するものとする。 

（教示） 

第６条 外部公益通報窓口又は所管課の長は、通報対象事実について実施機関

が処分又は勧告等をする権限を有しないことが判明したときは、外部公益通

報受理(不受理)通知書により、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関

を遅滞なく通報者に教示しなければならない。 

（調査の実施） 



第７条 所管課の長は、外部公益通報を受理したときは、当該外部公益通報に

係る通報対象事実について、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により

調査を行う。 

２ 所管課の長は、前項の調査を行うに当たっては、通報者の秘密を守るた

め、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。 

３ 所管課の長は、第１項の調査が終了したときは、外部公益通報調査結果報

告書（別記様式第３号）により、速やかに実施機関に報告しなければならな

い。 

（調査結果に基づく措置） 

第８条 実施機関は、前条第３項の規定による報告を受け、通報対象事実があ

ると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の適当な措置を講じな

ければならない。 

２ 実施機関は、外部公益通報調査（措置）結果通知書（別記様式第４号）に

より、前条第１項の調査の結果及び前項の規定により講じた措置の結果を遅

滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が希望しない場合

は、この限りでない。 

３ 実施機関は、前項の規定による通知を行うに当たっては、適切な法執行の

確保並びに利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮す

るものとする。 

（職員の義務） 

第９条 外部公益通報の処理に従事する職員は、通報者が第三者をして特定さ

れないよう十分に配慮するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。その職を退いた後についても同様とする。 

２ 外部公益通報が行われた場合において、職員自身又はその親族が当該外部

公益通報に係る事案に関係しているときは、当該職員は、その対応に関与し

てはならない。 



３ 職員は、外部公益通報に関し、他の行政機関その他の公の機関から調査等

の協力を求められたときは、調査に協力できないことについての正当な理由

がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。 

４ 通報対象事実に係る所管課が複数ある場合においては、各所管課の長は、

連携して調査を行うなど、相互に協力しなければならない。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

  



別記様式第１号（第４条関係） 

 

外部公益通報受付書 

 

通報日 年  月  日 

通報の方法 □文書 □電子メール □その他（        ） 

通報者氏名及び住所 
氏名  

住所  

事業所名および所在地 
事業所名  

所在地  

事業所での所属等 

□社員（パート・アルバイトを含む） 

 （部署        役職          ） 

□派遣労働者（派遣先              ） 

□取引先（社名      部署         ） 

在職・退職の別 □在職 □退職１年以内 

希望する連絡方法 

□電話（電話番号：               ） 

□電子メール（送信先：             ） 

□その他（                   ） 

通

報

内

容 

①通報対象事実が 

 生じている・生じようとしている・その他（           ） 

 ・いつ 

 ・どこで 

 ・何が 

 ・どのように 

 ・なぜ生じているのか 

 ・対象となる法令違反等 

②通報対象事実を知った経緯 

③その他特記事項 

証拠書類の有無 □あり（□書面 □その他（       ） □なし 

受理（不受理）通知書

及び調査結果報告書 
□希望する □希望しない 

 

  



別記様式第２号（第５条、第６条関係） 

 

上  第  号  

年  月  日  

 

       様 

 

（所管課長名） 

 

   外部公益通報（受理・不受理）通知 

 

   年  月  日にあなたから受け付けた公益通報について、次のとおり対応す

ることを決定したので上川町外部公益通報に関する要綱第５条第２項の規定により通

知します。 

 

１ 件名 

 

２ 結果 

 ⑴ 公益通報として受理し、当該事案について調査を開始しました。 

 

 ⑵ 次の理由により、公益通報とは認められないので、不受理としました。 

    不受理の理由（                          ） 

 

 ⑶ 上川町には処分及び勧告等をする権限がないため、次のところに通報してくだ

さい。 

    通報先（                  ） 

 



別記様式第３号（第７条関係） 

 

  年  月  日  

 

 上川町長 様 

 

（所管課長名） 

 

外部公益通報調査結果報告書 

 

通報者名  

通報内容  

調査期間     年  月  日～    年  月  日 

調査方法  

調査結果 

事実の有無 □通報対象事実あり  □通報対象事実なし 

調査結果の内容 

特記事項  

 

 



別記様式第４号（第８条関係） 

 

上  第  号  

年  月  日  

 

      様 

 

上川町長  

 

   外部公益通報調査（措置）結果報告書 

 

   年  月  日付けで受け付けた外部公益通報に係る調査及び措置の結

果について、上川町外部公益通報に関する要綱第８条第２項の規定により、次

のとおり通知します。 

調査受付日  

調査結果  

措置の内容及び

是正結果 
 

特記事項  

本件調査（措置）に係る問い合わせ先 

課     係 


